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■ 導入の背景と目的 

当社グループでは、新卒社員が心配や不安を抱えることなく社会人としての第一歩を踏み出し、企業の成長

および社会に貢献していただくことを目的として、2017年に奨学金返済支援制度を導入し、継続してまいりま

した。導入当時、およそ50％であった大学生の奨学金利用者率は、2022年度に55％*1と上昇しています。新社

会人にとって奨学金の返済に関する不安は大きく、結婚や出産などのライフイベントにも影響を及ぼしている

とも言われており*2、昨今の物価高騰はさらに経済的・精神的な負担を増大させているものと思われます。 

 

そこで、こうした不安への対応として、奨学金支援手当を増額するとともに、奨学金返済支援制度の効果を

高めるため、日本学生支援機構の奨学金返還支援（代理返還）制度の導入を決定しました。 

 

■ 奨学金返済支援制度の変更点と概要 

これまで奨学金返済支援制度は、支援手当の上限を月1.5万円（5年間で最大90万円）としておりましたが、

毎月の上限を2万円（5年間で最大120万円）に増額しました。また、代理返還制度の導入により、給与に上乗せ

して支給することで課税等の対象となっていた奨学金支援手当は、会社から日本学生支援機構に直接送金する

ことで、全額を返済に充てることが可能となります。 

なお、既に奨学金返済支援制度を利用している社員も対象としております。 

株式会社シノケングループ（東京本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：篠原英明 以下、グループを総称して

「当社グループ」）は、2017年より継続する奨学金返済支援制度を拡充し、今年入社した新卒社員の返済開始に 

合わせ、10月より支援手当を増額するとともに、奨学金代理返還制度を追加導入しましたのでお知らせいたします。 
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新卒社員を対象とした奨学金返済支援制度を拡充 

～5年間で最大120万円を支援、代理返還制度を追加導入 

新卒社員向け奨学金返済支援を拡充 

支援手当を増額、奨学金代理返還制度を追加導入 



 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

対象者 奨学金の返済が必要な新卒社員 

支給額 毎月の返済額の約50％（上限1.5万円/月） 毎月の返済額の約50％（上限2万円/月） 

支給方法 社員の給与口座に支給 日本学生支援機構の奨学金利用者：代理返還 

その他の奨学金利用者     ：給与口座に支給 

期間 返済開始月から5年間（最大90万円） 返済開始月から5年間（最大120万円） 

取り組み 2017年 奨学金返済支援制度を導入 

2020年 コロナ禍で困窮する学生に向け、公益財団法人篠原育英会と連携し、緊急支援を実施 

内定者に対し、入社前の返済支援制度を利用可能とし、緊急支援金を支給 

2024年 支援手当の上限額を増額、日本学生支援機構の奨学金返還支援（代理返還）制度を導入 

 

■ 新卒社員の人材育成 

当社グループでは奨学金返済支援制度の他にも、新卒社員の育成に向けた様々な取り組みを実施しています。 

【福利厚生】クルーザーでの船上懇親会やマリンレジャー・社宅制度・住宅手当 

【教育支援】指定する資格試験の受験・研修費用や、語学習得のための費用を支援する社員教育支援制度*3 

専属の教育担当による、年間教育計画に基づくフォローアップ（入社後１年間） 

【ｷｬﾘｱ支援】メンター制度や人事部門による定期面談 

また、内定者に対しては、各種社内イベントへの招待や、社員向けの会員優待サービスを早期に提供するなど、

新卒社員や内定者のモチベーション向上とスキルアップ、キャリア形成に集中できる体制づくりを推進し、 

人材の育成と定着化を図っております。 

 

*1) 日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査」 

*2) 労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート2022年9月実施」 

*3) 新卒社員に限らず当社グループの従業員が対象 
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